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野田市地域包括支援課
高齢者なんでも相談室

野田市南第2 〒278-0002  野田市木野崎1561-1

〒278-8550　野田市鶴奉7-1
野田市役所内

04-7128-7627

市内の各高齢者なんでも相談室の総合調整及び後方支援を行います。
なお、一般の方からのお問合せやご相談もお受けしています。

木野崎病院内

野田市 福祉部 地域包括支援課



認知症を医療機関で診てもらうとき

65歳以上の高齢者における認知症の現状（令和4年推計）
出典：令和6年版高齢社会白書

認知症高齢者
443万人

認知症予備群
559万人

上記以外の高齢者
2,601万人

12.3%

15.5%

72.2%

2040年には65歳以上の
約6.7人に1人が認知症！？

　日本は超高齢社会に突入しており、総人口の29.1％、
つまり約3.4人に1人が65歳以上の高齢者となりまし
た。高齢化率は今後もさらに上昇し続けると予測され
ており、このような背景とともに認知症を発症する高齢
者の数も増え続けています。
　令和4年（2022年）時点の認知症高齢者の数は約
443万人、将来認知症を発症する可能性の高い予備群
は約559万人と推計されています。
　さらに、最新の調査では、令和22年（2040年）には認
知症高齢者が約584万人となり、65歳以上の約6.7
人に1人が認知症になると予想されています。



（徘 徊）
ひとり歩き

はい かい



　軽度認知障害は、正常と認知症の間の状態のことで、MCI（Mild 
Cognitive Impairment）とも呼ばれます。認知症のような症状があ
るものの生活にはほとんど支障がなく、認知症の診断基準には当て
はまらない状態のことをいいます。記憶力が低下したり、新しいこと
を覚えにくくなったり、集中力が落ちるなど、認知機能の低下が見ら
れますが、この段階で対処すれば、認知症への進行を遅らせることが
できるともいわれています。

●軽度認知障害（MCI）について
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

　65歳未満で発症した認知症を若年性認知症といいます。高齢期に発症
する場合と医学的には大きな違いはありませんが、女性よりも男性に多く
発症するといった特徴があります。また若いがゆえに、何らかの異常が現
れていても本人も周囲も認知症のせいとは思い至らず、発見が遅れてしま
う傾向があります。40～50代の働き盛りでの発症が多いため、仕事への影
響や家族の精神的・経済的負担も大きくなります。早い段階で、適切な支
援につなげるためには、早期の正しい診断が重要となります。

●若年性認知症について
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

この段階での診断が
認知症予防のカギ！

正常への回復は難しい

MCI
認知症

軽度
認知症

中度
認知症

重度
認知症

正常

軽度認知障害（MCI）と認知症の関係

×

多くは
このタイミングで診断

千葉県若年性認知症
専用相談窓口

若年性認知症
コールセンター

ちば認知症相談
コールセンター

若年性認知症の方本人や家族に関わるさま
ざまな支援を行っている若年性認知症支援
コーディネーターに相談できます。本人や家
族だけでなく、勤務先などからの相談にも応
じます。

専門的教育を受けた相談員が、若年性認知
症の方本人や家族が抱える悩みや心配事の
相談に応じます。

認知症の人と家族の会千葉県支部が千葉県
と千葉市の委託を受けて運営するコールセ
ンターです。面接相談（予約制）も行ってい
ます。

☎043-226-2601（直通）
月・水・金曜日9時から15時まで
 （年末年始・祝日を除く）

☎0800-100-2707
月曜日から土曜日10時から15時まで
ただし、水曜日10時から19時まで
 （年末年始・祝日を除く）

☎043-238-7731
月・火・木・土曜日10時から16時まで

電話にて要予約
原則金曜日10時から16時まで

［電話相談］

［面接相談］

メールでの相談もできます。
［ホームページ］ https://y-ninchisyotel.net/

※変更の可能性あり（最新の情報は、「千葉
　県 若年性認知症」で検索）

改善





　身体能力が低下した高齢者でも無理なく行える
「いつでも、どこでも、ひとりでも」できる体操で、体操
指導士になった市民が一般の市民を指導するしくみ
です。市では、シルバーリハビリ体操の体験教室や、
指導士を養成する養成講習会を実施しています。

☎04-7123-1092

　運動・栄養・社会参加をテーマにした介護予防の
講座を実施しています。全講座を網羅し、のだまめ学
校（保健センター４階）で行う本講座、講座の依頼が
あった身近な場所に出張する出前講座、市内のイベン
ト等に出向いて行う出前ミニ講座があります。

☎04-7123-1092

☎04-7123-1092

　地域の高齢者が気軽に集
い、おしゃべりや情報交換な
どができます。おおむね65
歳以上の方なら誰でも利用
できます。

はつらつ・ゆうみい

中根193（パルシステム千葉
のだ中根店敷地内）
月曜日から金曜日（年末年始を除く）
10時から15時まで

☎04-7197-2133
所在地

開設日時

☎04-7123-1092

☎04-7123-1092



☎04-7199-2866

☎04-7199-2573

認知症を医療機関で診てもらうとき認知症を医療機関で診てもらうとき
本人または家族の認知症が心配なときは、まずは普段の様子を知るかかりつけ医に相談し
ましょう。かかりつけ医がいなければ、認知症の相談ができる医療機関に相談してみましょう。

認知症疾患
医療センター

認知症の相談ができる
医療機関

かかりつけの医療機関
　医療機関に関する相談は、お住まいの
地区を担当する高齢者なんでも相談室
でお受けします。

　必要に応じて、かかりつけ医からの紹介で専門病院での診察や
検査を案内されることがあります。

地域包括支援課 高齢者なんでも相談室（地域包括支援センター）

地域包括支援課 高齢者なんでも相談室
（地域包括支援センター）

介護支援課・高齢者支援課

　介護保険の手続きや福祉サービスなどの相
談ができます。



☎04-7123-1092

　介護認定を受け、おむつが必要と認められる要介護者および要支
援者を介護している方または要介護者などの本人へ紙おむつを支
給します。

　おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者や、65歳以上の高齢
者のみの世帯で、老化による衰弱、心身の障がいや傷病などの理由
により食事の調達が困難な方を対象に、夕食を届けることで、食生
活の改善や安否の確認などを行います。

　要介護者などが会合への出席、通院などにタクシーを利用する場
合、タクシー運賃の一部を助成します。

☎04-7123-1092

☎04-7123-1092

☎04-7123-1092

☎04-7123-1092

☎04-7123-1092

☎04-7199-2866

認知症の人と
家族の会
千葉県支部

月曜日から金曜日　8時30分から17時15分まで

地域包括支援課 高齢者なんでも相談室（地域包括支援センター）



●時間や日にちがわからなくなる
●同じことを何度も
　言ったり聞いたりする
●季節や場所に合わない
　服装をする
●食事したこと自体を忘れる
●服薬管理ができなくなる
●通帳などの保管場所が
　わからなくなる
●ゴミ出しができなくなる

●会話が成立しなくなる
●家族の顔や名前がわから
　なくなる
●寝たきりになる
●食事介助が必要となる

行方不明になったらどうしよう

外出時、身元がわかるよ
うにしましょう



認知症の人と家族の会千葉県支部など）


